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主
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内
容

２月６日に大阪府消費者保護審議会「基本計画策
定検討部会」の第１回が開かれ、各委員が問題意識
を出し合った。具体的な調整・とりまとめは４月に
予定されている次回に行うとされた。
多くの委員が、デジタル化によって利便性が向上
する一方で消費者被害にあいやすくなっている現状
を踏まえた計画立案の必要性を指摘した。消費者教
育についても多くの発言があり、デジタル化への対
応も含めて児童期からの学校教育、大学における消
費者教育の重要性が指摘された。
また、府事務局から悪質ホストクラブ被害対策に
ついて追加報告があり、計画に盛り込む方向での検
討が要請された。委員からは、大阪府の繁華街で発
生した被害の相談が近隣県の消費生活センターにも
寄せられていることが報告された。
米田事務局長が修正提案
委員として参加した米田大阪消団連事務局長は、

府事務局が示した「大阪府消費者基本計画（第３期）
策定に向けた基本的な考え方」と、「大阪府消費者
基本計画（第３期）骨子案」について発言。
全体の構成については、①「消費者市民社会」と

「消費者の自立への支援」のキーワード明記、②基
本目標を整理し直し、消費者への支援を新設、③重
点取組の絞り込み、④数値目標・参考指標の設定を
中心とする修正提案を示した（下表、２～３ページ
参照）。引き続き、審議に注目いただきたい。

骨子案と米田提案の対照表

骨子案 米田提案
「めざすべき姿」を確認
〈安全・安心で持続可能な消費生活の実現、消費者市民社会の構築〉

基本目標 １ 消費者の安全・安心の確保 〈第 １の柱〉
安全・安心な
消費生活の実現

基本目標 １ 消費者の安全・安心の確保

基本目標 ２ 消費者被害の未然防止・拡大防止・紛争
解決の支援 基本目標 ２ 消費者被害の防止・解決

基本目標 ３ 消費者教育の推進 〈第 ２の柱〉
消費者の自立へ
の支援

基本目標 ３ 消費者教育の推進

基本目標 ４ 消費生活相談体制の充実 基本目標 ４ 消費者・事業者との連携と
自主的活動への支援

重点取組 １

悪質商法による消費者被害の防止
・高齢者・障がい者の被害防止
・�成年年齢引き下げや副業・兼業に伴う若
者の被害防止
・特殊詐欺被害・消費者被害の防止

重点取組 １
すべての市町村での見守りネットワークの設置・
運用
消費生活協力員・消費生活協力団体の委嘱の拡大

重点取組 ２ 多様な消費者教育の推進 重点取組 ２ 中学校・高校等での実践的な授業の実施
エシカル消費に取り組む府民の拡大

重点取組 ３ 消費生活相談のデジタル化 重点取組 ３ 府内の相談員の育成・確保
国のDX化案への適切な対応


